
 

令和４年６月定例会提出議案概要（記者発表資料） 

 

１ 招集告示日   令和４年５月３１日 

２ 招 集 日   令和４年６月７日 

３ 提出議案件数  ２９件 

予 算  ４件 

条 例  ７件 

その他 １８件 

４ 議案等件名 

議案第３９号 西条市税条例の一部を改正する条例の専決処分 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

議案第４０号 令和４年度西条市一般会計補正予算（第１回） 

について 

議案第４１号 令和４年度西条市一般会計補正予算（第２回） 

について 

議案第４２号 令和４年度西条市国民健康保険特別会計補正予 

算（第１回）について 

議案第４３号 令和４年度西条市介護保険特別会計補正予算 

（第１回）について 

議案第４４号 工事請負契約の締結について ・・・・・・・・・  ２ 

議案第４５号 西条市東予総合福祉センター、西条市丹原福祉 

センター及び西条市小松地域福祉センターの指 

定管理者の指定の施設の変更について ・・・・・  ３ 

議案第４６号 土地改良事業の施行について ・・・・・・・・・  ４ 

議案第４７号 特定事業契約の一部変更について ・・・・・・・  ５ 

議案第４８号 西条市畜舎等の建築等及び利用の特例に関する 

法律施行条例について ・・・・・・・・・・・・  ６ 

議案第４９号 西条市行政手続における特定の個人を識別する 

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人 

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条 

例の一部を改正する条例について ・・・・・・・  ８ 

議案第５０号 西条市税条例等の一部を改正する条例について ・  ９ 

議案第５１号 西条市国民健康保険税条例の一部を改正する条 

例について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

議案第５２号 西条市公共施設使用料減免条例の一部を改正す 

る条例について ・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

別 

冊 



 

議案第５３号 西条市福祉センター設置及び管理条例の一部を 

改正する条例について ・・・・・・・・・・・・ １３ 

議案第５４号 西条市保健センター設置及び管理条例の一部を 

改正する条例について ・・・・・・・・・・・・ １４ 

報告第 ３ 号 令和３年度西条市繰越明許費繰越計算書につい 

て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

報告第 ４ 号 令和３年度西条市水道事業会計予算繰越計算書 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

報告第 ５ 号 令和３年度西条市病院事業会計予算繰越計算書 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７ 

報告第 ６ 号 令和３年度西条市公共下水道事業会計継続費繰 

越計算書について ・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

報告第 ７ 号 令和３年度西条市公共下水道事業会計予算繰越 

計算書について ・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

報告第 ８ 号 西条市土地開発公社の経営状況について ・・・・ ２０ 

報告第 ９ 号 公益財団法人佐伯記念育英会の経営状況につい 

       て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

報告第１０号 株式会社西条産業情報支援センターの経営状況 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

報告第１１号 株式会社ソラヤマいしづちの経営状況について ・ ２３ 

報告第１２号 権利の放棄について ・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

報告第１３号 権利の放棄について ・・・・・・・・・・・・・ ２５ 

報告第１４号 権利の放棄について ・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

報告第１５号 権利の放棄について ・・・・・・・・・・・・・ ２７ 
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議案第３９号  西条市税条例の一部を改正する条例の専決処分について 

（資産税課・市民税課） 

 

１ 提出の理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）が令和４年３月３

１日に公布され、その一部が同年４月１日から施行されたことに伴い、該当部

分について、西条市税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、これを

報告し、承認を求めるものである。 

 

２ 概要 

(1) 地域決定型地方税制特例措置の導入 

特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）の規定により、

都道府県知事から指定された貯留機能保全区域内にある土地について、地

域決定型地方税制特例措置（わがまち特例）を導入し、固定資産税の課税標

準の特例の割合を４分の３とする。 

(2) 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する一定の改修工事を行った 

住宅に係る固定資産税の減額措置の見直し等 

対象となる断熱改修工事について、現行の５０万円を超える断熱改修工

事を、６０万円を超える断熱改修工事、又は５０万円を超える断熱改修工事

であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利

用システムの設置工事に要した費用と合わせて６０万円を超えるものに改

める。 

 (3) 固定資産税の課税標準額が一定の水準に達すると税負担が据え置かれる 

  措置の特例 

   令和４年度に限り、負担水準が６０パーセント未満の商業地等に係る負

担水準調整率を２．５パーセントとする。 

 

３ 施行期日 

令和４年４月１日 
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議案第４４号  工事請負契約の締結について 

（契約課） 

 

１ 提出の理由 

西消通工第１号西条市消防緊急通信指令システム改修工事請負契約の締結

について、西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成１６年西条市条例第４８号）第２条の規定により、議会の議決を

求めるものである。 

 

２ 概要 

(1) 工事番号 

西消通工第１号 

(2) 工事名 

西条市消防緊急通信指令システム改修工事 

(3) 契約金額 

２３９，８００，０００円 

(4) 契約の相手方 

新居浜市新田町三丁目２番２５号 

協和テクノロジィズ株式会社 愛媛事業所 

所長 堀 田 善 裕 
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議案第４５号  西条市東予総合福祉センター、西条市丹原福祉センタ 

        ー及び西条市小松地域福祉センターの指定管理者の指 

        定の施設の変更について   

（健康医療推進課） 

 

１ 提出の理由 

  西条市東予総合福祉センター、西条市丹原福祉センター及び西条市小松地 

域福祉センターの指定管理者の指定の施設を変更するため、地方自治法（昭和 

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求め 

るものである。 

 

２ 指定の施設の変更 

  変更前 

施設の名称 

西条市東予総合福祉センター 

西条市丹原福祉センター 

西条市小松地域福祉センター 

   

変更後  

施設の名称 

西条市東予総合福祉センター 

西条市小松地域福祉センター 

 

３ 指定管理者である団体 

  社会福祉法人西条市社会福祉協議会 

 

４ 指定の期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 変更の日 

  令和４年８月１日 
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議案第４６号  土地改良事業の施行について 

（農林土木課） 

 

１ 提出の理由 

  壬生川第２地区に位置する水路の改修を、愛媛県単独土地改良事業にて実

施するに当たり、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第２

項の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

２ 概要 

(1) 地区名 

壬生川第２地区 

(2) 工種 

かんがい排水 

(3) 事業費 

１７，８００，０００円 

(4) 受益面積 

１２．２ヘクタール 

(5) 受益者数 

 ３０戸 

(6) 整備内容 

 水路改修 延長２２０メートル 

(7) 事業期間 

令和４年度及び令和５年度 
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議案第４７号  特定事業契約の一部変更について 

（教育総務課） 

 

１ 提出の理由 

西教総第３７９号西条市立小中学校・幼稚園空調設備整備ＰＦＩ事業に係

る特定事業契約の一部変更について、民間資金等の活用による公共施設等の

整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第１２条の規定によ

り、議会の議決を求めるものである。 

 

２ 概要 

(1) 変更契約金額 

１，９８６，９６６，０６８円 

（９８３，３９４円の増） 

(2) 契約の相手方 

西条市朔日市３００番地１ 

株式会社西条学校空調ＰＦＩサービス 

代表取締役 岡 村 和 彦 

(3) 変更内容 

   契約の締結時と比較して物価指数が変動したことに伴い、当初の契約期

間のうち、令和４年４月１日から契約が満了する令和１３年３月３１日ま

での間について、空調設備の維持管理のサービス対価を増額するもの 

 

 



6 

議案第４８号  西条市畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施

行条例について 

（農水振興課） 

 

１ 提出の理由 

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則（令和３年農林水産

省・国土交通省令第６号。以下「省令」という。）第５２条第１項の規定に基

づき、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律（令和３年法律第３４号。

以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるため、所要の条例を制

定しようとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 畜舎等の建築等の制限（第４条関係） 

ア 特定用途制限地区（以下「地区」という。）のうち、田園居住地区内に

おいては、床面積の合計が３，０００平方メートルを超える畜舎等は、建

築等をしてはならない。 

イ 次に定める範囲内において増築、改築その他畜舎等の構造に変更を及

ぼす行為をする場合においては、法第８条第２項第２号の規定にかかわ

らず、アの規定は、適用しない。 

(ｱ) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増

築又は改築後における建築面積が基準時における敷地面積に対して、

省令第４５条の規定に適合すること。 

(ｲ) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の１．２倍を

超えないこと。 

(ｳ) 増築後の前項の規定に適合しない認定畜舎等の部分の床面積の合計

は、基準時におけるその部分の床面積の合計の１．２倍を超えないこと。 

(2) 畜舎等の敷地が地区の内外にわたる場合の措置（第５条関係） 

畜舎等の敷地が、２以上の地区にまたがる場合においては、その畜舎等又

はその敷地の全部について敷地の過半の属する地区内に関する規定を適用

する。 

(3) 既存認定畜舎等に対する制限の緩和（第６条関係） 

法第８条第１項の規定により条例の規定の適用を受けない認定畜舎等に

係る条例施行後の増築、改築その他畜舎等の構造に変更を及ぼす行為のう

ち、その畜舎等及び敷地の状況によりやむを得ないと認められるものにつ

いては、条例の規定による制限を緩和することができる。 
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３ 施行期日 

公布の日 
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議案第４９号  西条市行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例について 

（社会福祉課） 

 

１ 提出の理由 

日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施される外国人保護

に関する事務（以下「外国人保護事務」という。）の処理において個人番号を

利用し、及び他の事務の処理において利用する特定個人情報を追加するため、

所要の条例改正を行うものである。 

 

２ 概要 

(1) 別表第１及び第２に、外国人保護事務に関する規定を追加する。 

(2) 外国人保護事務及び他の事務の処理において利用する特定個人情報に、

知的障害者及び知的障害児に係る手帳に関する情報を追加する。 

 

３ 施行期日 

令和５年４月１日 
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議案第５０号  西条市税条例等の一部を改正する条例について 

（市民税課） 

 

１ 提出の理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）が公布されたこと

に伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 住宅借入金等特別税額控除の期間の延長 

市民税における住宅借入金等特別税額控除について、所得税における住

宅借入金等特別控除に合わせ、適用期限を令和２０年度、居住年を令和７年

まで延長する。 

(2) 上場株式等の配当等所得の課税方式の選択についての変更 

上場株式等の配当及び譲渡所得については、総合課税方式、申告不要方式

又は申告分離方式のうちから所得税と住民税で異なる方式を選択すること

ができることとなっているが、令和６年度からこれを同一の方式しか選択

することができないようにする。 

 

３ 施行期日 

公布の日。ただし、住宅借入金等特別税額控除の期間の延長に関する改正規

定にあっては令和５年１月１日、上場株式等の配当等所得の課税方式の選択

についての変更に関する改正規定にあっては令和６年１月１日 
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議案第５１号  西条市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いて 

（市民税課） 

 

１ 提出の理由 

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正

する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（令和３年政令第２５

３号）等が施行されたことに伴い、及び国民健康保険税の各納期の負担の平準

化を図るため、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 未就学児に係る国民健康保険税の均等割軽減措置の導入 

国民健康保険に加入している未就学児について、均等割額を５割軽減す

る。 

 
未就学児に係る均等割額（※） 

改 正 案 現   行 

法定軽減無し世帯 １５，７００円  ３１，４００円  

２割軽減世帯 １２，５６０円  ２５，１２０円  

５割軽減世帯 ７，８５０円  １５，７００円  

７割軽減世帯 ４，７１０円  ９，４２０円  

   ※上記の均等割額は、基礎課税額分と後期高齢者支援金等課税額分の合

計額 

 

(2) 国民健康保険税の課税限度額の改正 

  基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の限度額を国が示す限度額基

準に引き上げる。 

区分 
課税限度額 

改 正 案 現   行 

基礎課税額 ６５万円 ６３万円 

後期高齢者支援金等課税

額 
２０万円 １９万円 

介護納付金課税額 （現行どおり） １７万円 

 

(3) 国民健康保険税の各納期の負担の平準化 

国民健康保険税の各納期の端数計算について、規定を追加し、端数計算

の単位を１，０００円未満から１００円未満に改めることで、各納期の負
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担の平準化を図る。 

 

３ 施行期日等 

(1) 施行期日 公布の日 

(2) 適用区分 改正後の条例の規定は、令和４年度以後の年度分の国民健康

保険税について適用する。 
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議案第５２号  西条市公共施設使用料減免条例の一部を改正する条例

について 

（社会福祉課） 

 

１ 提出の理由 

令和４年７月１日をもって西条市こどもの国設置及び管理条例（平成１６

年西条市条例第９２号）が廃止されることに伴い、所要の条例改正を行おうと

するものである。 

 

２ 概要 

別表中の「西条市こどもの国」を削除する。 

 

３ 施行期日 

令和４年７月１日 
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議案第５３号  西条市福祉センター設置及び管理条例の一部を改正す

る条例について 

（健康医療推進課） 

 

１ 提出の理由 

令和４年７月末をもって、西条市丹原福祉センターの運営を終了すること

に伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 第１条の表、第３条第１項第２号、第４条第１項第１号及び別表の西条市

丹原福祉センターに関する規定を削除する。 

(2) 附則において、西条市公共施設使用料減免条例（平成１６年西条市条例第

１１５号）別表の西条市丹原福祉センターに関する規定を削除する。 

 

３ 施行期日 
  令和４年８月１日 
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議案第５４号  西条市保健センター設置及び管理条例の一部を改正す

る条例について 

（健康医療推進課） 

 

１ 提出の理由 

令和４年８月１日に西条市丹原保健センターを西条市丹原サービスセンタ

ー内に移転するため、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 西条市丹原保健センターの位置を「西条市丹原町池田１７６２番地４」か

ら「西条市丹原町池田１７３３番地１」に改める。 

(2) 保健センターの使用許可に関する規定について、西条市丹原保健センタ

ーを除く旨の規定に改める。 

 

３ 施行期日 
  令和４年８月１日 
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報告第３号  令和３年度西条市繰越明許費繰越計算書について 

（財政課） 

 

１ 提出の理由 

繰越明許費を設定している事業について、令和４年度へ予算繰越の措置を

したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の

規定により、議会に報告するものである。 

 

２ 繰越明許費繰越予算の概要 

【一般会計】 

○繰越明許費 ２４事業の合計 
 

繰 越 額 １，７２２，３８６，０００円 

充当財源  

国庫支出金 １，２１８，４２１，０００円 

県支出金 ２７５，８１６，０００円 

市債 １７９，３００，０００円 

繰入金 ７，２９０，０００円 

一般財源（繰越金） ４１，５５９，０００円 
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報告第４号  令和３年度西条市水道事業会計予算繰越計算書について 

（水道業務課） 

 

１ 提出の理由 

令和３年度西条市水道事業会計の資本的支出予算に定めた建設改良費のう

ち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、その額を翌年度に繰り越

したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規

定により、議会に報告するものである。 

 

２ 概要 

  配水池築造工事について、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、必要資

材の生産に遅れが生じたため、年度内の完成が見込めなくなったことによる

ものである。 

 

３ 繰越額 

１億３，３１４万１,０００円 
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報告第５号  令和３年度西条市病院事業会計予算繰越計算書について 

（健康医療推進課） 

 

１ 提出の理由 

  令和３年度西条市病院事業会計の資本的支出予算に定めた建設改良費のう

ち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、その額を翌年度に繰り越

したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規

定により、議会に報告するものである。 

 

２ 概要 

  西条市立周桑病院における電子カルテシステム更新工事において、半導体

等の世界的な資材不足による関係工事の遅れにより、年度内の完成が見込め

なくなったことによるものである。 

 

３ 繰越額 

 １億４，９７２万９，８００円 
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報告第６号  令和３年度西条市公共下水道事業会計継続費繰越計算書 

       について 

（下水道工務課） 

 

１ 提出の理由 

令和３年度西条市公共下水道事業会計の資本的支出予算に定めた建設改良

費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、その額を翌年度に

繰り越したので、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１８

条の２第１項の規定により、議会に報告するものである。 

 

２ 繰越額 

２億５，８００万円 
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報告第７号  令和３年度西条市公共下水道事業会計予算繰越計算書に 

ついて 

（下水道工務課） 

 

１ 提出の理由 

令和３年度西条市公共下水道事業会計の資本的支出予算に定めた建設改良

費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、その額を翌年度に

繰り越したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３

項の規定により、議会に報告するものである。 

 

２ 概要 

  管渠改良事業及びポンプ場改良事業において国の１次補正を受け令和４年西条市議会

第２回３月定例会にて補正予算を計上したこと、ポンプ場建設事業において仮設工法の変

更に不測の日数を要したこと、並びに処理場改良事業である西条浄化センター改築工事委

託において入札不調のため契約締結に不測の日数を要したことにより、各事業の年度

内の完成が見込めなくなったことによるものである。 

 

３ 繰越額 

２億４，２０５万５，０００円 
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報告第８号  西条市土地開発公社の経営状況について 

（用地課） 

 

１ 提出の理由 

西条市土地開発公社の経営状況について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４３条の３第２項の規定により、議会に報告するものである。 

 

２ 西条市土地開発公社の経営状況の概要 

 

 (1) 令和３年度決算関係 

 

 

 

 

 

 (2) 令和４年度予算関係 

 収益的収入及び支出予算 ７，０００円 

資本的収入及び支出予算 収入 ０円 

支出 ０円 

  

資金計画 受入 ２，４７７，０００円 

支払 １６８，０００円 

 

 事業報告書 

財産目録 

貸借対照表 

損益計算書等  
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報告第９号  公益財団法人佐伯記念育英会の経営状況について 

（社会教育課） 

 

１ 提出の理由 

公益財団法人佐伯記念育英会の経営状況について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、議会に報告するものであ

る。 

 

２ 公益財団法人佐伯記念育英会の経営状況の概要 

 

 (1) 令和３年度決算関係 

 事業報告書 

正味財産増減計算書 

貸借対照表 

財産目録 

監査報告書 

 

 (2) 令和４年度予算関係 

 経常収益 １７，４４０，０００円 

経常費用 １７，２１０，１１９円 

差引（損益） ２２９，８８１円 
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報告第１０号  株式会社西条産業情報支援センターの経営状況について 

（産業振興課） 

 

１ 提出の理由 

株式会社西条産業情報支援センターの経営状況について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、議会に報告するも

のである。 

 

２ 株式会社西条産業情報支援センターの経営状況の概要 

 

(1) 令和３年度決算関係 

 事業報告 

貸借対照表 

損益計算書 

販売費及び一般管理費 

株主資本等変動計算書 

個別注記表 

決算監査意見書 

 

(2) 令和４年度予算関係 

 収入予算 １４４，９１１，０００円 

支出予算 １４４，５８６，０００円 

差引（損益） ３２５，０００円 
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報告第１１号  株式会社ソラヤマいしづちの経営状況について 

（観光振興課） 

 

１ 提出の理由 

株式会社ソラヤマいしづちの経営状況について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、議会に報告するものである。 

 

２ 株式会社ソラヤマいしづちの経営状況の概要 

 

(1) 令和３年度決算関係 

 事業報告 

貸借対照表 

損益計算書 

販売費及び一般管理費 

株主資本等変動計算書 

個別注記表 

決算監査報告書 

 

(2) 令和４年度予算関係 

 収入予算 １９５，１００，０００円 

支出予算 １７８，９０１，０００円 

差引（損益） １６，１９９，０００円 
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報告第１２号  権利の放棄について 

（健康医療推進課） 

 

１ 提出の理由 

西条市債権管理条例（平成２８年西条市条例第１号）第１６条の規定によ

り権利を放棄したので、同条例第１７条の規定により、議会に報告するもの

である。 

 

２ 概要 

  利用者が死亡し、相続人が存在しない状態にあり、時効の援用がなされず累

積している医業未収金債権について、回収が著しく困難又は不能となってい

ることから、債権の放棄をしたものである。 

 

西条市立周桑病院における医業未収金債権 

件数 １件 

  金額 ９４３，８９１円 
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報告第１３号  権利の放棄について 

（人権擁護課） 

 

１ 提出の理由 

西条市債権管理条例（平成２８年西条市条例第１号）第１６条の規定によ

り権利を放棄したので、同条例第１７条の規定により、議会に報告するもの

である。 

 

２ 概要 

  住宅新築資金等貸付事業により貸し付けた住宅新築資金貸付金及びその利

息について、債務者の破産免責等により、回収が著しく困難又は不能となって

いることから、債権を放棄したものである。 

 

  放棄した債権額 

  ２,８２０,７５２円 
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報告第１４号  権利の放棄について 

（水道業務課） 

 

１ 提出の理由 

西条市債権管理条例（平成２８年西条市条例第１号）第１６条の規定により

権利を放棄したので、同条例第１７条の規定により、議会に報告するものであ

る。 

 

２ 概要 

  水道使用者が生活困窮等の状態にあり、時効の援用がなされず累積してい

る水道料金債権について、回収が著しく困難又は不能となっていることから、

債権の放棄をしたものである。 

 

上水道料金債権 

件数 ４０件 

金額 １６９，１７４円 
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報告第１５号  権利の放棄について 

（施設管理課） 

 

１ 提出の理由 

  西条市債権管理条例（平成２８年西条市条例第１号）第１６条の規定により

権利を放棄したので、同条例第１７条の規定により、議会に報告するものであ

る。 

 

２ 概要 

  平成１７年４月から平成２０年１月までの旧庁舎別館地下食堂の不法占有

により発生した庁舎使用料及び光熱水費に係る損害賠償金等について、時効

の援用がなされず、回収が著しく困難又は不能となっていることから、債権の

放棄をしたものである。 

 

元金２，５８５，９０３円及び遅延損害金 

 


